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経済産業省 

選考採用試験（産業保安監督部職員（係長級）） 

受験案内 

 

令和７年１２月１５日 

経 済 産 業 省 

経済産業省産業保安監督部では、電気、高圧ガス、石油コンビナート、都市ガス、液化石油ガス、鉱山、

火薬類等に関する産業保安行政の充実・強化を図るため、実務経験に基づく高度かつ専門的な知識経験

を有する職員を募集します。 

 

１．職務内容 

経済産業省における産業保安行政に関する事務の実施等、以下の業務を担当する係長相当職員として

採用します。 

 

(1)電力設備の保安及び電気工事における災害の防止に関する業務（電気事業法、電気工事士法、電

気工事業の業務の適正化に関する法律） 

発電設備、送配電設備、需要設備（高圧受電のビル・工場等）を有する事業者等に対する、漏電等

による火災、停電事故等の未然・再発防止を図るための規制、保安確保に関する業務。 

(2)高圧ガスの保安に関する業務（高圧ガス保安法） 

高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動、消費、容器の製造、取扱等を行う事業者に対する、災害・事故

の発生防止を図るための規制、保安確保に関する業務。 

(3)石油コンビナートの保安に関する業務（石油コンビナート等災害防止法） 

石油コンビナート内の事業所に対する、災害の発生及び拡大の防止を図るための規制・保安確保

に関する業務。 

(4)都市ガス設備の保安に関する業務（ガス事業法） 

ガス事業者に対する、ガス漏えい、爆発等の事故等の未然・再発防止を図るための規制、保安確

保に関する業務。 

(5)液化石油ガス（以下「ＬＰガス」という。）事故の防止に関する業務（液化石油ガスの保安の確保及び取

引の適正化に関する法律） 

ＬＰガス販売事業者等に対する、一般消費者等のＬＰガスの事故防止を図るための規制業務。 

(6)鉱山における危害及び鉱害の防止に関する業務（鉱山保安法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法） 

鉱業を実施する鉱業権者に対する、鉱山労働者の安全確保と周辺環境の保全に関する規制業務。

特別司法警察職員の鉱務監督官としての捜査、送致業務。 

(7)火薬類製造施設の保安に関する業務（火薬類取締法） 

産業用火薬類の製造事業者に対する、火薬類による災害防止を図る規制業務。 

 

 ※上記のほか、事故・災害対応業務が発生することがある。 
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２．求める人材 

上記「１．職務内容」に関連する実務経験に基づく専門的な知識経験を有するとともに、国民生活の安

心・安全に直結する産業保安に対して、強い使命感と国民への奉仕者として働く熱意を有する方を求めて

います。 

 

３．応募資格 

学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校を卒業し

た者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者で、一定の職務経験（２０２６年４月１日時点で、

大学を卒業した者は６年以上、短期大学及び高等専門学校を卒業した者は９年以上、高等学校を卒業した

者は１１年以上）を有する者であって、電気・電子、情報、機械、化学、鉱業、環境、土木・建築等の実務経

験を有する方（技術職・事務職は問わない）。 

※当該資格を満たしているかどうかを確認するため、最終合格者の方には勤務証明書等を御提出いた

だきます。勤務証明書等が提出できない期間は、職務経験に通算されませんので御注意ください。ま

た、勤務証明書等を提出できない場合又は虚偽の記載がなされている勤務証明書等があった場合に

は、採用予定が取り消される場合があります。 

※次のいずれかに該当する者は応募できません。 

(1)日本の国籍を有しない者 

(2)国家公務員法第 38 条の規定により国家公務員となることができない者 

○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者 

その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

○ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した者 

(3)平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするも

の以外） 

（4）国家公務員法第 81条の６（定年による退職）に該当する者 

※国家公務員としての採用となりますので、採用後は、営利企業の役員等、報酬を得る事業を、原則、

兼業することはできません。 

 

４．給与・手当 

(1)給与は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25 年法律第 95 号）に基づき支給されます。なお、

給与額は、学歴、経験年数等を勘案して算定します。 

(2)手当としては、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当（ボーナス）等があり

ます。 

(ご参考：手当を含まない月額) 

○大学卒業後１０年の職務経験、地域手当９％ 

      ３級１３号俸：２８８，２００×１．０９＝３１４，１３８円 

○大学卒業後２０年の職務経験、地域手当９％ 
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   ４級１３号俸：３２６，２００×１．０９=３５５，５５８円 

※勤務地により変動あり、その他手当等は４．（２）のとおり。 

 

５．勤務時間・休暇 

(1)勤務時間は１日７時間４５分、原則として土・日曜日及び祝日等の休日は休みです。 

(2)休暇には、年２０日の年次休暇（４月１日採用の場合、採用の年は１５日。残日数は２０日を限度として

翌年に繰越し）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季、結婚、出産、忌引、ボランティア等）、介護休暇等

があります。 

(3)また、ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭生活の両立）支援制度として、育児休業等があります。 

 

６．勤務地及び業務内容 

(1)採用後最初に配属された監督部を主な勤務地とする。 

(2)ご本人のキャリアアップのため、ご希望を踏まえつつ、全国の産業保安監督部及び経済産業省本省

並びに関係機関を異動して頂くことがあります。 

(3)採用後の業務内容は、採用者の実務経験分野を中心に産業保安行政全般を行っていただきます。 

 

※参考：全国の産業保安監督部（支部・事務所）及び経済産業省本省の所在地は以下のとおりです。 

・全国の産業保安監督部（支部・事務所）：計９箇所 

北海道札幌市 宮城県仙台市 埼玉県さいたま市 愛知県名古屋市 

大阪府大阪市 広島県広島市 香川県高松市 福岡県福岡市 

沖縄県那覇市  

・経済産業省本省：東京都千代田区霞ヶ関 

 

７．採用予定数及び勤務地 

・採用予定数：下記、勤務地に記した監督部毎に若干名 

・勤務地：北海道産業保安監督部（札幌市）、釧路産業保安監督署（釧路市） 

関東東北産業保安監督部東北支部（仙台市） 

関東東北産業保安監督部（さいたま市） 

中部近畿産業保安監督部（名古屋市）、北陸産業保安監督署（富山市） 

中部近畿産業保安監督部近畿支部（大阪市） 

中国四国産業保安監督部（広島市） 

中国四国産業保安監督部四国支部（高松市） 

九州産業保安監督部（福岡市） 

 

８．採用予定時期 

令和８年４月１日以降 

※具体的な時期は採用決定後に、採用される産業保安監督部と個別に相談可。 

※選考日程が変更となった場合には採用予定時期も変更の可能性があります。 
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９．選考日程 

(1)受付期間 

令和７年１２月１５日（月）～令和８年１月１６日（金）１８時（受信有効） 

(2)第１次選考合格発表 

令和８年１月３０日（金）まで 

※応募された方全員に、結果を電子メールで通知します。 

(3)第２次選考 

令和８年２月２日（月）～令和８年２月１３日（金）で指定する日 

※日程調整は、配属を希望する産業保安監督部より電子メール等にて行います。 

(4)最終合格発表 

令和８年２月１６日（月）以降 

※第２次選考の方全員に、結果を電子メールで通知します。 

※社会情勢等により、日程は変更となる可能性があります。 

 

１０．選考方法 

(1)選考内容 

第１次  ・書類選考（経歴評定） 

・論文試験（職務経験等に関する論文により、政策の企画等に必要な能力等を有している

かどうかを判断する試験） 

第２次  ・面接試験（人柄、対人能力等についての試験）※複数回実施する場合があります。 

(2)試験地 

第２次選考は、採用後、配属を希望する産業保安監督部で実施します。 

 

１１．応募方法 

下記、必要書類を電子メールで送付してください。郵送等による応募は受け付けません。 

 

【必要書類】 

（１）履歴書（別紙様式１） 

※虚偽の記載がなされていることが判明した場合には、採用を取り消すことがあります。 

（２）小論文（別紙様式２） 

産業保安を取り巻く状況として、現在の産業保安分野（受験案内１．職務内容参照）に加え、水

素、再エネ発電、ＣＣＳなど新たな分野への対応が求められています。このような状況変化も踏ま

えながら、 これまでの職歴の中で、最も努力して成し遂げた成果または最も困難だった課題にお

いて、あなたがどのように取り組み乗り越えたか、そしてその経験を産業保安監督部（係長級）で

どのように活かし、組織全体に対して提供できるか、という点について、2,000 字以内で具体的に

述べること。 

 



5 

 

◆経済産業省の産業保安政策に関するホームページです。 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/index.html 

※最終合格者の方には勤務証明書や卒業証明書など、職務経歴や最終学歴等を確認するため

の証明書類を御提出いただきます。勤務証明書等が提出できない期間は、職務経験に通算さ

れませんので御注意ください。また、勤務証明書等を提出できない場合又は虚偽の記載がな

されている勤務証明書等があった場合には、採用予定が取り消される場合があります。 

 

【宛先】 

 bzl-honshou-kantokubu@meti.go.jp  

 

お問合せ先 

経済産業省 産業保安・安全グループ 保安政策課 採用担当者宛 

住所：〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1 

連絡先： bzl-honshou-kantokubu@meti.go.jp 

※問い合わせはメールにて承ります（回答には３営業日ほどかかります）。 

（締切当日など、締切間際のお問合せに関しましては、応募締切までにお答えできない可能性が 

ございます。あらかじめご了承ください。） 

 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/index.html
mailto:bzl-honshou-kantokubu@meti.go.jp

